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香
港
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
中
国
に
返
還
さ

れ
て
一
七
年
が
経
っ
た
。
も
と
も
と
香
港

は
、
英
中
間
の
二
度
の
ア
ヘ
ン
戦
争
に
よ

る
割
譲
地
と
、
一
九
九
七
年
六
月
末
日
を

期
限
と
す
る
租
借
地
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

た
。
一
九
八
四
年
に
、
一
九
九
七
年
七
月

一
日
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
中
国
に
一
括
返
還

さ
れ
る
こ
と
、
一
国
二
制
度
方
式
が
取
ら

れ
る
こ
と
が
英
中
間
の
交
渉
で
決
定
し

た
。
他
の
植
民
地
と
は
異
な
る
の
は
、
独

立
で
は
な
く
「
返
還
」
さ
れ
、
主
権
国
家

が
交
替
し
た
こ
と
だ
。

中
国
は
返
還
後
も
五
〇
年
間
は
香
港
を

「
中
華
人
民
共
和
国
香
港
特
別
行
政
区
」

と
し
、
従
来
の
資
本
主
義
経
済
の
ま
ま
高

度
な
自
治
を
保
証
す
る
「
一
国
両
制
」（
一

国
に
二
つ
の
制
度
が
共
存
す
る
こ
と
）
の

維
持
を
公
約
し
て
い
る
。
根
拠
と
な
る
の

は
返
還
後
の
香
港
の
憲
法
と
も
い
う
べ

き
「
中
華
人
民
共
和
国
香
港
特
別
行
政
区

基
本
法
」（
香
港
基
本
法
）
で
、
一
九
九

〇
年
四
月
に
中
国
の
人
民
代
表
大
会
常
務

委
員
会
で
採
択
さ
れ
た
。
香
港
基
本
法
に

よ
っ
て
、
香
港
は
金
融
・
財
政
や
経
済
政

策
の
独
自
性
が
保
証
さ
れ
、
特
別
行
政
区

の
政
府
要
職
者
を
「
外
国
に
居
住
権
を
持

た
な
い
香
港
特
別
行
政
区
永
住
民
の
な
か

の
中
国
公
民
」
と
限
定
す
る
こ
と
で
「
港

人
治
港
」（
香
港
人
に
よ
る
香
港
統
治
）

も
保
証
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
民
主
化
を

支
持
す
る
党
派
が
主
張
し
た
「
行
政
長
官

の
直
接
選
挙
に
よ
る
選
出
」
と
「
立
法
評

議
会
の
直
選
議
席
の
増
加
」
は
実
現
し
な

か
っ
た
。

返
還
時
に
六
五
〇
万
人
だ
っ
た
人
口

は
、
二
〇
一
三
年
末
に
は
七
二
二
万
人
に

増
加
し
て
い
る
。
返
還
か
ら
時
を
経
て
、

香
港
は
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
る
の

か
。
現
在
を
読
み
解
く
た
め
の
資
料
を
紹

介
し
た
い
。

香
港
の
政
治
、
経
済
、
社
会
の
年
毎
の

動
向
と
そ
の
分
析
は
『
ア
ジ
ア
動
向
年

報
』（
年
刊　

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
）
の

香
港
特
別
行
政
区
の
項
目
で
追
う
こ
と
が

で
き
る
。

香
港
社
会
を
概
説
す
る
資
料
に
可
児
弘

明
編
『
も
っ
と
知
り
た
い
香
港　

第
二

版
』（
弘
文
堂　

一
九
九
九
）
が
あ
る
。

出
版
が
少
し
古
い
が
、
歴
史
、
行
政
、
経

済
と
産
業
、
イ
ン
フ
ラ
、
環
境
、
返
還
直

前
・
直
後
の
社
会
事
情
、
返
還
後
の
社
会

の
様
子
な
ど
を
各
分
野
の
専
門
家
が
執
筆

し
て
お
り
、様
子
を
間
近
に
把
握
で
き
る
。

返
還
後
の
香
港
に
対
し
、
中
国
が
本
当

に
一
国
二
制
度
の
維
持
と
い
う
国
際
公
約

を
遵
守
す
る
か
、
香
港
は
ど
の
程
度
中
国

本
土
化
す
る
か
、
こ
の
二
点
に
世
界
が
注

目
し
て
い
る
。
興
梠
一
郎
は
『「
一
国
二

制
度
」
下
の
香
港
』（
論
創
社　

二
〇
〇

〇
）
香
港
と
中
国
と
の
関
係
、
返
還
後
の

政
治
、
特
に
選
挙
制
度
に
対
す
る
民
主
化

要
求
、
経
済
、
住
宅
・
言
語
・
高
齢
化
・

移
民
な
ど
の
社
会
の
変
動
、
国
家
主
権
と

司
法
の
独
立
、
中
国
外
交
な
ど
、
返
還
後

間
も
な
い
香
港
を
網
羅
的
に
論
じ
て
い

る
。倉

田
徹
『
中
国
返
還
後
の
香
港
―
「
小

さ
な
冷
戦
」
と
一
国
二
制
度
の
展
開
』（
名

古
屋
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
九
）
は
、
返

還
後
の
中
国
と
香
港
の
関
係
を
政
治
・
経

済
の
両
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
さ
ら
に

香
港
統
治
の
実
情
、
民
主
化
問
題
、
香
港

の
メ
デ
ィ
ア
、
香
港
人
の
意
識
を
取
り
上

げ
て
い
る
。
返
還
に
至
る
ま
で
の
政
治
的

駆
け
引
き
や
歴
史
的
背
景
に
遡
っ
て
分
析

し
て
い
る
。

変
化
を
知
る
た
め
に
は
、
返
還
ま
で
の

歴
史
的
経
緯
を
理
解
す
る
こ
と
も
欠
か
せ

な
い
。
現
代
中
国
政
治
の
研
究
者
だ
っ
た

故
中
嶋
嶺
雄
氏
も
長
期
に
わ
た
り
香
港
を

観
察
し
て
い
た
一
人
で
あ
る
。
返
還
直
前

に
は
香
港
研
究
を
集
大
成
す
る
著
作
が
出

版
さ
れ
た
。『
香
港
―
移
り
ゆ
く
都
市
国

家　

新
版
』（
時
事
通
信
社　

一
九
九
七
）

は
中
英
の
香
港
返
還
交
渉
と
並
行
し
て
書

か
れ
た
連
載
に
、
返
還
目
前
の
香
港
の
章

を
加
筆
し
た
も
の
だ
。歴
史
、経
済
、政
治
、

社
会
に
わ
た
り
充
実
し
た
内
容
が
読
み
や

す
い
文
体
で
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
返
還

ま
で
の
香
港
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き

る
。『
沈
み
ゆ
く
香
港
』（
日
本
経
済
新
聞

社　

一
九
九
七
）
に
は
返
還
決
定
か
ら
実

際
に
返
還
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
香
港
で
起

こ
っ
た
事
象
に
基
づ
い
て
、
香
港
と
中
国

の
将
来
を
予
測
し
て
い
る
。

新
た
な
情
勢
を
分
析
し
た
資
料
も
出
版

さ
れ
て
い
る
。

竹
内
孝
之
著
『
返
還
後
香
港
政
治
の
一

〇
年
』（
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所　

二
〇
〇

七
）
は
返
還
後
一
〇
年
間
の
香
港
の
政
治

を
分
析
し
た
も
の
だ
。
香
港
で
は
返
還
前

か
ら
住
民
が
政
治
の
民
主
化
を
求
め
て
い

る
が
、
中
国
中
央
政
府
は
そ
れ
を
阻
止
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
選
挙
制
度
の
現
状
と

今
後
の
改
革
プ
ロ
セ
ス
が
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。

香
港
の
住
民
は
中
国
系
移
民
が
大
多
数

を
占
め
て
い
る
。
返
還
後
、
中
国
か
ら
の

児
童
移
民
問
題
が
発
覚
し
、
大
き
な
社
会

問
題
と
な
っ
た
。
愛
み
ち
子
著
『
香
港
返

還
と
移
民
問
題
』（
汲
古
書
院　

二
〇
〇

九
）
は
児
童
移
民
問
題
と
そ
の
背
景
、
利

害
対
立
の
構
造
、
そ
れ
に
対
す
る
香
港
社

会
の
対
応
を
解
説
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス

統
治
時
代
の
移
民
政
策
の
変
遷
も
解
説
し

て
い
る
。

香
港
で
は
、
返
還
前
か
ら
あ
っ
た
市
民

の
民
主
化
要
求
が
高
ま
り
、
今
年
七
月
一

日
に
は
大
規
模
な
デ
モ
が
行
わ
れ
た
。
行

政
長
官
の
選
出
方
法
の
問
題
で
、
保
証
さ

れ
て
い
た
は
ず
の
高
度
な
自
治
を
脅
か
す

中
国
政
府
に
対
す
る
民
意
の
表
れ
と
受
け

と
め
ら
れ
て
い
る
。
今
後
の
動
き
が
注
目

さ
れ
る
。

（
い
と
う　

え
り
か
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所　

図
書
館
）

返
還
後
の
香
港
を
知
る
た
め
に

伊
藤  

え
り
か


